
大子町教育委員会規則第６号 

 大子町特別支援教育就学奨励費支給規則を次のように定める。 

   平成２８年３月２８日 

大子町教育委員会教育長  古 橋 康 夫   

   大子町特別支援教育就学奨励費支給規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和２９年法律第１４４

号）の趣旨を推進し，義務教育の円滑な実施に資するため，大子町立小学校又は中学校

の通常の学級に就学する学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２２条の３

に該当する児童又は生徒（以下「児童生徒」という。）及び特別支援学級へ就学する児

童生徒の保護者（以下「保護者」という。）に対し，特別支援教育就学奨励費（以下「就

学奨励費」という。）を支給することについて，必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 就学奨励費を支給する対象者は，町内に住所を有する保護者とする。ただし，次

の各号に該当する者を除く。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者で，学

校給食費，校外活動費及び学用品費の支給については同法第１３条の規定による教育

扶助を，新入学児童生徒学用品費等の支給については同法第１２条の規定による生活

扶助を受けている者 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設，指定療育機関等

に入所又は入院し，当該施設等について就学に係る措置費又は療育の給付を受けてい

る者 

(3) 大子町就学援助規則（平成１９年教育委員会規則第８号）の規定による援助を受け

ている者 

（支給対象品目及び支給限度額） 

第３条 支給対象品目及び支給限度額は，別表第１のとおりとする。 

（申請手続） 

第４条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は，特別支援教育就学奨励費認定申請

書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，当該児童生徒が在学する学校の校長（以

下「校長」という。）を経由して大子町教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に



提出しなければならない。ただし，教育長が特に認める場合は，添付書類の全部又は一

部を省略することができる。 

(1) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書（様式第２号） 

(2) 保護者の属する世帯の町県民税に係る課税証明書又は非課税証明書 

(3) 前２号に掲げるもののほか，教育長が必要と認める書類 

第５条 教育長は，前条の規定による申請があったときは，その内容を審査の上，就学奨

励費の支給の可否を決定し，特別支援教育就学奨励費認定（却下）通知書（様式第３号）

により通知するものとする。 

２ 教育長は，前項の規定により就学奨励費の支給の認定（以下「支給認定」という。）を

決定した保護者（以下「認定保護者」という。）について，別表第２に定める支給対象

区分の判定を行うものとする。 

３ 教育長は，前２項の判定を行ったときは，校長を経由して保護者にその結果を通知す

るものとする。 

４ 教育長は，前項の通知を行ったときは，校長に対し当該決定の内容について通知する

ものとする。 

（受領の委任） 

第６条 認定保護者は，委任状（様式第４号）により就学奨励費の請求及び受領を，校長

に委任することができる。 

（支給及び支給方法） 

第７条 認定保護者は，就学奨励費の交付を受けようとするときは，請求書を教育長に提

出しなければならない。 

２ 教育長は，前項の請求書を受理したときは，当該就学奨励費を速やかに支給するもの

とする。 

３ 校長は，前条の規定により認定保護者から委任を受けたときは，当該認定保護者に係

る就学奨励費の請求書を適宜教育長に提出しなければならない。 

４ 教育長は，前項の請求書を受理したときは，当該就学奨励費を校長に支給する。 

５ 校長は，前項の規定による就学奨励費を受領したときは，速やかにその旨を認定保護

者に通知するとともに，当該就学奨励費を支給するものとする。 

（台帳の作成） 

第８条 校長は，第６条の規定により認定保護者から委任を受けたときは，就学奨励費の



支給事務を適正に執行するため，特別支援教育就学奨励費個人別支給台帳（様式第５号）

を作成し，当該年度における就学奨励費の支給事務が完了後，速やかに教育長の確認を

受けるものとする。 

（認定の喪失） 

第９条 教育長は，次の各号に該当した場合は，年の途中であっても認定を取り消し，費

用を返還させることができる。 

(1) 認定保護者が第２条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。 

(2) 認定保護者が偽りその他不正の手段により支給認定を受けたとき。 

２ 教育長は，前項の規定により支給認定を取り消したときは，特別支援教育就学奨励費

認定取消通知書（様式第６号）により校長を経由して認定保護者に通知するものとする。 

（委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行に関し必要な事項は，教育長が

別に定める。 

   附 則 

この規則は，平成２８年４月１日から適用する。 



別表第１（第３条関係） 

区分 支給対象品目 
支給限度額（円） 

小学校 中学校 

学用品費等 通常必要とする学用品・通学用品 ５，７１０ １１，１６０ 

新入学児童生

徒学用品費等 

新入学するにあたり，通常必要とする

学用品・通学用品（ランドセル，カバ

ン，通学用服，通学用靴，雨靴，雨傘，

上履き，帽子等） 

１０，２３５ １１，７７５ 

体育実技用具

費 

体育の授業に必要な体育用実技用具

で，当該授業を受ける児童生徒が個々

に用意することとされているものの購

入費 

スキー等 

１３，０１０ 

 

柔道 

３，７５５ 

剣道 

２５，９７０ 

スキー等 

１８，６７０ 

拡大教材費 弱視の児童生徒が，校長の必要と認め

た授業において，使用する拡大教材の

購入費（ページ数×1 ページ当たり単

価） 

１冊当たり 

５，２５０ 

１冊当たり 

５，２５０ 

修学旅行費 児童生徒が修学旅行（小学校又は中学

校を通じてそれぞれ 1 回に限る。）に参

加するために直接必要な交通費，宿泊

費，見学料及び均一に負担すべきこと

となるその他の経費 

１０，４４０ ２８，１８５ 

校 外 活 動 費

（宿泊を伴わ

ないもの） 

児童生徒が学校行事として校外活動

（修学旅行を除く。）に参加するために

直接必要な交通費及び見学料 

７７５ １，１２０ 

校 外 活 動 費

（宿泊を伴う

もの） 

児童生徒が学校行事として校外活動

（修学旅行を除く。）に参加するため

に，直接必要な交通費，宿泊費及び見

１，７８５ ３，００５ 



学料（学年を通じて 1 回に限る） 

通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路及

び方法により通学する場合に要する交

通費 

公共交通機関

の定期代に相

当する額 

公共交通機関

の定期代に相

当する額 

職場実習交通

費 

中学校の教育計画に基づき，生徒が教

師の指導のもとに学校以外の事業所等

において，職業教育のための現場（職

場）実習に参加する場合に要する交通

費 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

交流学習交通

費 

学校教育の一環としての小学校，中学

校，又は特別支援学校の児童生徒とと

もに集団活動を行う交流学習に参加す

る場合に要する交通費 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

学校給食費 児童生徒の学校給食に要する経費で，

保護者が負担するもの 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

保護者が負担

する経費に相

当する額 

 



別表第２（第５条関係） 

区分 基準 

第Ⅰ段階 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令（昭和２９年政令第 

１５７号。以下「政令」という。）第２条第１号に掲げる区分 

第Ⅱ段階 政令第２条第２号に掲げる区分 

第Ⅲ段階 政令第２条第３号に掲げる区分 



様式第１号（第４条関係） 

  年  月  日  

大子町教育委員会教育長   様 

 

                        住  所            

                        保護者名          ㊞ 

 

特別支援教育就学奨励費認定申請書 

 

     年度大子町特別支援教育就学奨励費の認定を受けたいので大子町特別支援教育

就学奨励費支給規則第４条の規定により申請します。 

なお，    年１２月３１日現在の世帯員（生計を共にしている家族）は下記のとお

りです。下記世帯員の課税状況について，閲覧し，及び収集することに同意します。 

記 

該当児童生徒氏名 生年月日 性別 続柄 在学学校名・学年 

 
   年  月  日  

該当児

童生徒 
学校 

年 

世帯員氏名 
（個人番号） 

生年月日 性別 続柄 
職業又は在学 
学校名・学年 

 
（        ） 

年  月  日  本人  

 
（        ） 

年  月  日    

 
（        ） 

年  月  日    

 
（        ） 

年  月  日    

 
（        ） 

年  月  日    

 
（        ） 

年  月  日    

 
（        ） 

年  月  日    



様式第２号（第４号関係） 

特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書                                     （整理番号）№ 

保護者等氏名 

（署名・押印） 

住所 児童・生徒氏名 学校名，学年等 ※都道府県の地区別区分

（Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ） 

地域の級地区分 

1-1，1-2，2-1， 

2-2，3-1，3-2 

学校長認印 

 

世帯の収入状況 

世帯の状況（前年 12 月末日現在） 需    要    額    等 

氏名 
生年月日 

（満年齢） 

在学学校名・学年 

（特別支援学級 

通学の有無）等 

教育扶助基準 生活扶助基準 

通学費 
※ 

学校給食費 

※ 

基準額 

※ 

第 1 類 

期末一 ※ 

時扶助費 

※ 

第 2 類 

所
得
控
除
前
の 

総所得金額 円  
年  月  日 

（    才） 
 円 円 円 円 円 

ｆ（基準額） 

 

           円 

ｇ（地区別冬季加算額） 

 

           円 

退職所得金額   
年  月  日 

（    才） 
      

山林所得金額   
年  月  日 

（    才） 
      

計 Ａ  
年  月  日 

（    才） 
      

ｈ 住宅扶助基準   ※ 

 

           円 

所
得
控
除 

社会保険料   
年  月  日 

（    才） 
      

生命保険料   
年  月  日 

（    才） 
      

ｉ 需要額      ※ 

(a～h の合計) 

 

 

           円 

地震保険料   
年  月  日 

（    才） 
      

計 Ｂ    ※  
年  月  日 

（    才） 
      

所得額（Ａ－Ｂ） Ｃ    ※  
年  月  日 

（    才） 
      

 収入額       ※ 

 需要額 

F 

i    ＝ 
所得月額（Ｃ×1/12 Ｄ    ※  

年  月  日 

（    才） 
      

障害者加算控除 

（保護基準により算定） 
Ｅ    ※  

年  月  日 

（    才） 
      

 

収入額（Ｄ－Ｅ） Ｆ    ※ 合           計 a    ※ b    ※ c    ※ d    ※ e    ※ 

通

学

費

明

細 

 特記事項 支弁区分 

Ⅰ段階（令第 2 条第 1 号該当） 

Ⅱ段階（令第 2 条第２号該当） 

Ⅱ段階（令第 2 条第３号該当） 



様式第３号（第５条関係） 

  年  月  日  

           様 

 

大子町教育委員会教育長          印  

 

特別支援教育就学奨励費認定（却下）通知書 

 

  年度大子町特別支援教育就学奨励費につきましては，下記のとおり認定（却下）とな

りましたので，大子町特別支援教育就学奨励費支給規則第５条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 児童生徒氏名           （大子町立   学校  年  組） 

 

２ 支弁区分     第 段階 

 

３ 支給内訳 

 支給対象項目  限度額（円）  備考 

学用品費等   

新入学学用品費等   

体育実技用具費   

拡大教材費   

修学旅行費   

校外活動費（宿泊を伴わないもの）   

校外活動費（宿泊を伴うもの）   

通学費   

職場実習交通費   

交流学習交通費   

学校給食費   

 

４ 却下の理由 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

委 任 状 

 

 

 私は，大子町立    学校長    を代理人と定め，下記のとおり委任します。 

 

記 

 

１ 該当児童生徒の氏名                 

 

２ 委任する事項        年度特別支援教育就学奨励費の請求及び受領に関する

一切の権限 

 

 

       年  月  日 

 

 大子町教育委員会教育長   様 

 

                    委任者  住 所            

                  （保護者） 氏 名          ㊞  



様式第５号（第８条関係） 

特別支援教育就学奨励費個人別支給台帳 

学校 

 

年   組 

児 童 生 徒

氏名 
 

支弁区分 

Ⅰ段階（令第 2 条 1 号該当） 

Ⅱ段階（令第 2 条２号該当） 

Ⅲ段階（令第 2 条３号該当） 
保 護 者 等

氏名 
 

費  目 支給年月日 金  額 
担任 

支給印 

校長 

確認印 
備  考 

学用品費等      

新入学児童生徒学用品費

等 
     

体育実技用具費      

拡大教材費      

修学旅行費      

校外活動費 

（宿泊を伴わないもの） 
     

校外活動費 

（宿泊を伴うもの） 
     

通学費 

１      

２      

３      

小  計     

職場実習交通費      

交流学習交通費      

学校給食費 

１      

２      

３      

４      

小  計     

合  計     

上記の者に記載のとおり特別支援教育就学奨励費が給与されたことを確認する。 

年  月  日 

大子町教育委員会教育長          印  



様式第６号（第９条関係） 

  年  月  日  

 

様 

 

大子町教育委員会教育長          印  

 

特別支援教育就学奨励費認定取消通知書 

 

年度大子町特別支援教育就学奨励費については，下記のとおり認定取消となり

ましたので，大子町特別支援教育就学奨励費支給規則第９条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 児童生徒氏名          （大子町立   学校  年  組） 

 

２ 支弁区分     第  段階 

 

３ 取消の理由 

 

 


